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平成 25年度 事業報告書 

平成 25年 4月 1日から平成 26年 3月 31日まで 

 

特定非営利活動法人おおぞら 

 

※平成25年4月、「障害者自立支援法」が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改

正されたため、これに則した事業名に変更しています。又、年度内に特定相談支援事業を追加しています。 

 

１ 事業の成果 

障がい者が自立した日常生活・社会生活を地域で営むことができるよう、共同生活の場としてグループ

ホーム・ケアホームを提供し、利用する障がい者を支援する障害者共同生活援助介護・共同生活介護・

空床利用型短期入所事業 

 平成25年度は、グループホーム事業では前年度と比べ、4名の入居（、1名の退去）があった。1

6名が利用を継続している。 

 グループホーム『すばる』（牛久市城中町）は牛久市南五丁目に移転し、名称を『ひまわり』

に、定員を5名に変更した。事業全体の定員数は20名。 

家族・養護者の急病等、不慮の事態によって一時的な支援を必要とする障がい者・児に、グループホー

ム・ケアホーム等において日帰りでの一時預かり等を提供する地域生活支援事業 

 新たに3名が共同生活の体験利用を開始した。 

 移転した『ひまわり』には、体験利用する方専用の個室を常時1部屋確保しており、体験利用の

希望を継続して受付けている。 

障がい者が自身の意思を尊重されつつ、自立した日常生活・社会生活を地域で営むことができるよう、

障がい者及びその家族等からの相談に応じ、必要な情報の提供や便宜を供与し、及び権利擁護のために

必要な援助を行う指定特定相談支援事業 

 平成26年度内に事業開始予定。 

障がい者への安定した雇用と就労の場の確保を目的とした、うしく・あみ斎場内売店・喫茶室を運営す

る事業 

 実習生3名のうち、1名が一般就労へ移行中であり、1名が平成26年5月より、制度を利用した一

般就労をはじめる。 

 実習職員2名の他、通年して障がいのある方の実習・研修を受入れられるよう、従業者の勤務の

体制を整理中。又、ネットワークを持つハローワーク・障害者雇用センター等を介した障がいの

ある方の雇用について検討中。 

障がい者の雇用促進のための、知識と操作技術の向上を目的とした、パソコン教室事業 

 中断中。
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障がい者の雇用と就労の場の確保に取り組む支援事業 

 支援事業では農園の他、竹粉砕業務、口腔ケア製品販売（管理）業務を開始した。 

 平成26年4月1日に就労継続支援B型事業の指定を取得し、『就労支援事業所 きりの木』として

活動する。現在、1名の利用者が実習・研修中。平成26年4月より1名、5月より2名が利用開始予定。 

障がい者の権利擁護、福祉の普及と啓発を目的とした、広報事業 

 法人の目的と実施する事業、並びにその活動の内容をホームページに掲載した。又、成年後見

制度の研修会を開催する等、公益情報を提供した。 

 

 

以上
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２ 事業の実施に関する事項 

 (1)特定非営利活動にかかわる事業 

事業名 事 業 内 容 
実施 

日時 
実施 

場所 
従事者 

の人数 
受益対象者の 

範囲及び人数 
事業費 
(単位：千円) 

障害者の日常生活及

び社会生活を総合的

に支援するための法

律に基づく、障害福祉

サービス事業 

障がい者が自立した日常生活・社会

生活を地域で営むことができるよ

う、共同生活の場としてグループホ

ーム・ケアホームを提供し、利用す

る障がい者を支援する障害者共同

生活援助介護・共同生活介護・空床

利用型短期入所事業 

通年 

牛久市城中町（『すばる』

）→牛久市南（『ひまわり

』） 

牛久市田宮三丁目（『ほく

と』）・(『ぎんが』) 

牛久市田宮町（『こすも』

） 18 

障がい者20名 

34,574 

障害者の日常生活及

び社会生活を総合的

に支援するための法

律に基づく、日中一時

預かり等の事業 

家族・養護者の急病等、不慮の事態

によって一時的な支援を必要とす

る障がい者・児に、グループホーム

・ケアホーム等において日帰りでの

一時預かり等を提供する地域生活

支援事業 

通年 
牛久市田宮三丁目（事務

所・『ほくと』） 

障がい者、並

びにその家族

・養護者 

障害者の日常生活及

び社会生活を総合的

に支援するための法

律に基づく、指定特定

相談支援事業 

障がい者が自身の意思を尊重され

つつ、自立した日常生活・社会生活

を地域で営むことができるよう、障

がい者及びその家族等からの相談

に応じ、必要な情報の提供や便宜を

供与し、及び権利擁護のために必要

な援助を行う指定特定相談支援事

業 

なし ― ― ― 0 

障がい者への安定し

た雇用と就労の場の

確保を目的とした売

店運営事業 

障がい者への安定した雇用と就労

の場の確保を目的とした、うしく・

あみ斎場内売店・喫茶室を運営する

事業 

通年 
うしく・あみ斎場構内 12 

障がい者、並

びに牛久市民

及び牛久市近

隣在住市民 

95,072 

障がい者の雇用と就

労の場の確保に取り

組む支援事業 

新たな障がい者の雇用と就労の場

の確保と、そのために必要とされる

スキルの考察と獲得に取り組む支

援事業 

通年 

牛久市田宮三丁目（『ミッ

ト』） 

牛久市新地町（耕作地面

積：約3反） 

1 

障がい者、並

びに牛久市民

及び牛久市近

隣在住市民 

5,270 

障がい者の雇用促進

のための知識と操作

技術の向上を目的と

した、パソコン教室事

業 

障がい者を対象とし、パソコン操作

技術の向上を目的としたパソコン

教室事業 
なし ― ― ― 0 

障がい者の権利擁護、

福祉の普及と啓発を

目的とした、広報事業 

障がい者の権利擁護、福祉の普及と

啓発を目的とした、広報事業 なし ― ― ― 0 

 (2)その他の事業 

事業名 事 業 内 容 
実施 

日時 
実施 

場所 
従事者 

の人数 
 

事業費 

（単位：千円） 

 実施事業なし      

以上 


